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１．研究の背景と目的                 

中山間地域では,地域ごとに固有の形態を持つ集落・生

活空間が存在し,独自の景観を形成している。農林漁業の

営みによって支えられてきた景観は,少子高齢化による過

疎により,維持が難しくなり,空き家や耕作放棄地問題も

指摘されている。 

一方で中山間地域への移住希望者は,家庭菜園から農業

まで幅広い「農」のある暮らしを求めている傾向にある

とされる 1)。 

このような背景から,一部の市町村では,「農地付き空

き家」の活用を進めるために規制緩和に取り組む実態も

確認できる注１）。また,国土交通省は「農地付き空き家」の

利用を促進するため,2018 年に市町村の取組事例や関連制

度等をまとめた「手引き」を作成している 3)。さらに,内

閣府でも「農地付き空き家」として,情報提供することが,

空き家や耕作放棄地の発生や担い手不足によるコミュニ

ティの衰退などの問題を抱える地域にとって,有効な方策

の一つと指摘されている 4)。 

他方,地域づくりの担い手不足の解決策として,「関係

人口注 2)」が注目されている 6)。実際,農地付き空き家注 3)に

おいても,収穫体験や料理体験など,地域住民と地域外の

人々との交流が行われているケースが確認できる注 4)。こ

のような交流活動は,地域外の人々が各地に関わるきっか

けを創出し,再び地域に訪れる機会を促していると考えら

れる。しかし,山崎 7)らは,中山間地域では,地域との関わ

りの多様性について,人口という定量的な指標だけでなく,

地域活動への参画といった質的な交流の重要性やそれら

には関わりの深度に基づく段階性があることを指摘して

いる。 

そこで本研究では,①農地付き空き家の運営者はどのよ

うに活用を進めているのか,②交流活動参加者が地域の保

全活動や経済活動等に関わる可能性があるのかを検証す

るために,交流活動を行う事例の実態を明らかにすること

を目的とする。 

２．研究方法                               

建物と農地を一体的に活用し,交流活動を行っている事

例に注目し,現地調査注 5)やヒアリング調査により,農地と空

き家の「活用実態」を明らかにする（3 章）。そして,交流

活動をきっかけに地域の維持活動が行われている事例に着

目し,交流活動参加者が,どのように地域の維持活動に関与

しているのかを「運営体制」より明らかにする（4 章）。 

３．ヒアリング調査による建物と農地の活用実態                         

 都道府県 HP の「移住者の声」の 1971 件注 6)のうち,収穫

体験や料理体験などの交流活動が確認でき,建物と農地を

活用している事例は 8 事例注 7)あった。その内,調査の協力

が得られた 6 事例の運営者に 2021 年 10 月から 12 月にか

けて,ヒアリング調査注 8)を行った(表 1)。 

 事例 2～6では建物 1棟を活用しており,複数棟の活用は

表 1 農地付き空き家の各事例の概要 
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事例１のみであった。農地は事例 1,3～6 が田と畑を活用

し,事例 2では畑のみが活用がされていた。このことから,

交流活動に建物の棟数や農地の種類は関係がないことが

わかった。 

【建物】事例 2～4,6で農家民宿が運営されており,他 2事

例は,建物内で休憩やものづくり体験などの活用がされて

いたことから,建物では主に宿泊事業が営まれる傾向にあ

るとわかった。 

【農地】事例 1～5 で建物と農地の距離に関係なく注 9)所有

または借用している農地すべてを交流活動に活用してい

ることがわかった。一方で,交流のうち会員制の農地活用

がみられたのは,事例 1,6で,いずれも DID内の最寄り駅か

ら 10km以内であることがわかった。つまり,農地の活用は,

建物と農地の距離に関係なく行われるが,活用内容は背景

人口と立地している地域に関係があると考えられる。 

４．ヒアリング調査による運営協力の実態                    

交流活動参加者と地域との関わりの程度を確認するた

め,交流活動参加者がどのような過程で,いかなる地域の

維持活動に関わりがあるのか明らかにする。そのため,6

事例のうち交流活動をきっかけに交流活動参加者が地域

に関わる実態が確認できた事例１に注目する(図 1)。 

交流活動参加者経験者が通常運営時,交流活動時両方で

運営者と協力関係が確認できた。 

【通常運営時】(A)協力者として個人や団体のボランティ

アが農作業の補助を行っていた。これらのボランティア

は交流活動をきっかけに協力者になった人物が複数確認

できた。また,(B)交流活動参加経験者から,農地借用希望

者が現れ,運営者が農地所有者との仲介役をつとめていた。

つまり,交流活動が新たな農地の担い手を創出するきっか

けになっていた。さらに,(C)交流活動参加経験者が,清掃

活動など地域活動にも参加している実態も確認できた。 

【交流活動時】(D)交流活動で運営者と知り合った個人

及び団体が,別の交流活動を地域内で開催するに至ってい

る。このように,交流活動を通して,地域に関わる人や機

会が増加していることも確認できた。このような実態が

確認できた理由は,事例１のみ体験プログラムに竹の伐採

や棚田の畦道を歩くといったような地域と関わるプログ

ラムが含まれているからだと考える。 

５．総括                              

交流活動を行う農地付き空き家の事例研究を通して以

下の 4 点を明らかにした。 

【活用実態】①空き家での交流活動は,宿泊業を営む傾向

にあること,②建物と農地の距離には関係なく,両方で交

流活動が行われること,③DID 内の最寄り駅から近い立地

では会員制の農地活用がみられることがわかった。 

【運営体制】④交流活動参加経験者が地域内での交流活

動の主催や清掃活動への参加等,地域への関わりが確認で

きた。しかし①と④より,宿泊業での収入を得ている事例

では,交流活動参加者の地域活動への参画は確認できなか

った。また,地域活動への参画が確認できた事例１では,

交流活動が収入に繋がっていない実態もあることから,収

入確保のための宿泊業に加え体験プログラムには地域活

動を加えることが重要だと考えられる。 

【補注】 

注 1)農地法では,50a 以上でないと農地の権利を取得できないが,一部市町村では,空き家に付随する

農地面積は,より小さい値でも取得できるなどの工夫が図られている。参考文献 2)より,空き家

に付随する農地の最小面積は,1 ㎡から取得できる等の事例が確認できる。 

注 2)参考文献 5)より,総務省によると,関係人口は定住人口と交流人口の間であるとされ,地域外の

人々が地域づくりの担い手となることが期待されていると述べられている。  

注 3)本研究では、農地付き空き家を空き家と農地の活用に着目し、例えば,借用した建物が空き家

バンクに登録してあったことや農地と空き家の所有者が同一であることなど,各市町村が定め

る条件に限らず,建物と農地が相互に活用されているものとする。  

注 4) 3 章の事例収集より,建物と農地を活用し,収穫体験などの交流活動を確認できる事例は,8 件あ

った。 

注 5)大分県内の事例のみ,現地調査を行い,活用建物と農地の立地を把握した。 

注 6) 2020年 9月 20日時点。 

注 7) 2021年 10月時点で,HP又は SNSで運営が確認できた事例で休業中や 2020年 10月以前に SNS

の更新が止まっているものなどは除いた。 
注 8) ヒアリング対象とした運営者の属性は下の付表の通りである。  

注 9) 建物から離れている農地（事例 2,5,6）では,運営者による農地への車の送迎が行われていた。 
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付表 1 運営者の属性概要  

図 1 事例 1の運営体制図  
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